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第211回国会開会式について

長官あての御案内状を供覧いたします。

(令和5年1月23日午後1時）
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や

最
高
裁
判
所
長
官

参
議
院
議
場
に
お
い
て
行
い
ま
す
か
ら
御
参
列

午
後
一
時
第
一
一
百
十
一
回
国
会
開
会
式
を

く
だ
さ
る
よ
う
御
案
内
申
し
上
げ
ま
す

天
皇
陛
下
の
御
臨
席
を
い
た
だ
き
一
月
一
一
十
三
日

戸
倉
三
郎
殿

今
和
五
年
一
月
十
九
日

な
お
当
日
は
午
後
霞
痔
三
十
分
ま
で
に
国
会
鏑
事
堂
に
御
来
着
く
だ
さ
い

衆
議
院
議
長
細
田
博
之

参
議
院
議
長
尾
辻
秀
久



〆

正
午
衆
議
院
参
議
院
の
議
長
、
副
議
長
、
常
任
委
員
長
、
特
別
委
員
長
、
参
議
院
の
調
査

会
長
、
衆
議
院
参
議
院
の
憲
法
審
査
会
会
長
、
情
報
監
視
審
査
会
会
長
、
政
治
倫
理
審

査
会
会
長
及
び
議
員
が
そ
の
院
に
参
集
す
る
。

午
後
零
時
三
十
分
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
及
び
最
高
裁
判
所
長
官
が
参
議
院

に
参
集
す
る
。

午
後
零
時
四
十
五
分
天
皇
陛
下
が
国
会
議
事
堂
に
お
着
き
に
な
る
。

次
に
天
皇
陛
下
が
御
休
所
に
入
ら
れ
る
。

衆
議
院
議
長
が
前
行
し
、
宮
内
庁
長
官
そ
の
他
の
供
奉
員
が
随
行
す
る
。

次
に
参
議
院
議
長
、
衆
議
院
参
議
院
の
副
議
長
、
常
任
委
員
長
、
特
別
委
員
長
、
参
議
院

の
調
査
会
長
、
衆
議
院
参
議
院
の
憲
法
審
査
会
会
長
、
情
報
監
視
審
査
会
会
長
、
政
治

倫
理
審
査
会
会
長
、
各
会
派
代
表
の
議
員
、
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
及
び

最
高
裁
判
所
長
官
が
式
場
に
入
り
所
定
の
位
置
に
着
く
。

次
に
天
皇
陛
下
が
式
場
に
入
ら
れ
、
お
席
に
着
か
れ
る
。

衆
議
院
議
長
が
前
行
し
、
宮
内
庁
長
官
等
が
随
行
す
る
。

次
に
衆
議
院
議
長
が
式
辞
を
述
べ
る
。

次
に
天
皇
陛
下
か
ら
お
こ
と
ば
を
賜
る
Ｐ
｜

次
に
衆
議
院
議
長
が
お
こ
と
ば
書
を
お
受
け
す
る
．

次
に
天
皇
陛
下
が
式
場
を
出
ら
れ
御
休
所
に
入
ら
れ
る
。

参
議
院
議
長
が
前
行
し
、
宮
内
庁
長
官
等
が
随
行
す
る
．

次
に
一
同
が
式
場
を
出
る
．

次
に
天
皇
陛
下
が
お
帰
り
に
な
る
。

参
議
院
議
長
が
車
寄
ま
で
前
行
し
、
宮
内
庁
長
官
そ
の
他
の
供
奉
員
が
随
行
す
る
。

（
注
意
）

一
、
御
送
迎
の
場
所
は
、
衆
議
院
参
議
院
の
議
長
及
び
副
議
長
は
車
寄
内
、
常
任
委

員
長
、
特
別
委
員
長
、
参
議
院
の
調
査
会
長
、
衆
議
院
参
議
院
の
憲
法
審
査
会

会
長
、
情
報
監
視
審
査
会
会
長
及
び
政
治
倫
理
審
査
会
会
長
は
中
央
広
間
、
議

員
及
び
職
員
は
門
内
と
す
る
・

二
、
服
装
は
、
男
子
は
モ
ー
ニ
ン
グ
コ
ー
ト
、
女
子
は
ア
フ
タ
ヌ
ー
ン
ド
レ
ス
ま

た
は
白
襟
紋
付
を
た
て
ま
え
と
す
る
が
、
平
服
で
も
さ
し
つ
か
え
な
い
。
〃

三
、
常
時
マ
ス
ク
を
着
用
す
る
。
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開
会
式
次
第
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衆
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